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【訂正内容】

　当社は、2018年６月27日開催の取締役会におきまして、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のための新株予

約権の無償割当てを活用した方策(以下「本プラン」といいます。)の更新を決議いたしましたが、昨年６月28日の取締役会

で決議されたプランから所要の変更を行いましたので、「第一部　証券情報」の「第３　その他の記載事項」を以下のとお

り訂正いたします。

 

　訂正箇所は＿＿＿罫で示しております。

 

(訂正前)

第一部【証券情報】

第３【その他の記載事項】
企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のための取組みとしての適正な対応方針(買収防衛策)の継続について

 

　当社は、平成29年６月28日開催の取締役会におきまして、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のための新

株予約権の無償割当てを活用した方策(以下「本プラン」といいます。)の継続を決議いたしました。

　当社は、平成18年６月28日開催の当社第162回定時株主総会における株主の皆様のご承認に基づき本プランを導入し、平

成27年６月25日開催の当社第171回定時株主総会における株主の皆様のご承認(以下「本承認決議」といいます。)に基づ

き、同日開催の取締役会決議により本プランの更新を決議しております。

　本プランは、株主総会による承認決議の有効期間を３年間とし、毎年承認決議の範囲内で取締役会決議により細部の見

直しを行うことを基本としておりますが、本プランの基本的内容は、一昨年決議したものと同一であります。本プランの

内容等は以下のとおりです。なお、以下において「本新株予約権」とは、本発行登録に係る新株予約権を指します。

 

〔１〕本プランの内容

１．本プランの内容

(中略)

(３)買収提案者出現時の手続

(中略)

(ⅳ)企業価値委員会における勧告決議の検討・審議は、当該買収提案が企業価値及び株主共同の利益の確保・向

上に適うものであるかどうかの観点から真摯に行われるものとします。なお、企業価値委員会は、以下に掲

げる事項がすべて充たされていると認められる買収提案については、勧告決議を行わなければならないもの

とし、また、以下に掲げる事項の一部を充たさない買収提案であっても企業価値及び株主共同の利益の確

保・向上に照らして相当であると認められる場合には勧告決議を行うものとします。

①　下記のいずれの類型にも該当しないこと

(a)株式を買い占め、その株式について当社又はその関係者に対して高値で買取りを要求する行為

(b)当社を一時的に支配して当社の重要な資産等を移転させるなど、当社の犠牲の下に買収提案者又はそ

のグループ会社その他の関係者の利益を実現する経営を行う行為

(c)当社の資産を買収提案者又はそのグループ会社その他の関係者の債務の担保や弁済原資として流用す

る行為

(d)当社の経営を一時的に支配して将来の事業展開、商品開発等に必要な資産や資金を減少させるなど、

当社の継続的発展を犠牲にして一時的な高いリターンを得ようとする行為

(e)その他、当社の株主、取引先、顧客、従業員等を含む当社の利害関係者の利益を不当に害することで

買収提案者又はそのグループ会社その他の関係者が利益をあげる態様の行為

②　当該買収提案に係る取引の仕組み及び内容等が、関連する法令及び規則等を遵守したものであること

③　当該買収提案に係る取引の仕組み及び内容が、買収に応じることを当社株主に事実上強要するおそれが

あるものではないこと

④　当該買収提案を検討するために必要でかつ虚偽のない情報が、当社の要請等に応じて適時に提供されて

いること、その他本プランの手続に即した真摯な対応がなされていること

⑤　当該買収提案を当社が検討(代替案を検討し当社株主に対して提示することを含みます。)するための期

間(買収提案の受領日から60営業日(対価を円貨の現金のみとした買付上限株数を設けない買収提案以外

の場合には90営業日。なお、これらの日数を超える合理的理由がある場合は30営業日を上限とした当該

日数。))が確保されていること
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⑥　当社の企業価値及び株主共同の利益に照らして不十分又は不適切であると認められる条件による提案で

はないこと

⑦　その他企業価値及び株主共同の利益の確保・向上に適うものであると合理的に認められること

(中略)

(４)特定買収者出現時の対応

(ⅰ)特定大量保有者が出現した場合(出現の有無は、当社に提出された大量保有報告書その他適切な方法により判

断します。)、取締役会は、特定買収者の出現を認識した旨の開示及び無償割当基準日、無償割当効力発生日

その他本新株予約権の無償割当てに関する必要事項を決定する決議を行い、決定された事項を公表の上、本

新株予約権の無償割当てを実行するものとします。

(中略)

２．本プランの有効期間等

(１)本プランの有効期間は、平成30年に開催される定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結の時までとし

ます(なお、本プランの前提となる本承認決議の有効期間についても、当該取締役会の終結の時まででありま

す。)。但し、その時点で特定買収者が出現している場合には、当該特定買収者に対する措置としてその効力が

存続します。

(２)本プランの運用に当たって当社が行う「株券等保有割合」、「保有者」、「共同保有者」、「株券等所有割

合」、「特別関係者」、「特定買収者等」、「関連者」、「実質保有」その他の必要事項の確認又は認定等

は、当該確認又は認定等が必要な時点において当社が合理的に入手できた情報に依拠して行うことができるも

のとします。

(３)本プランにおいて、金融商品取引法(昭和23年４月13日法律第25号。その後の改正を含みます。)の規定に依拠

して定義されている用語については、同法に改正がなされた場合には、同改正後の規定において相当する用語

に読み替えられるものとします。また、本プランで引用する法令の規定は、平成29年６月28日現在施行されて

いる規定を前提にしたものであり、同日以降、法令の改廃により上記各項に定める条項又は用語に修正を加え

る必要が生じた場合には、当社取締役会において、当該改廃の趣旨を踏まえて、適宜合理的範囲内で読み替え

ることができるものとします。

(後略)
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(訂正後)

第一部【証券情報】

第３【その他の記載事項】
企業価値及び株主共同の利益の確保・向上のための取組みとしての適正な対応方針(買収防衛策)の更新について

 

　当社は、2018年５月14日開催の取締役会の決議に基づき、当社の20％以上の株式の取得行為についての新株予約権の無

償割当てを活用した方策(以下「本プラン」といいます。)につき、企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の観点か

ら、一部改定した上で、定款第49条に基づく株主総会承認決議を３年間更新することに関する議案(第４号議案「企業価値

及び株主共同の利益の確保・向上のための新株予約権の無償割当等承認決議更新の件」)を2018年６月27日開催の定時株主

総会に提出し、当該議案についてご承認(以下「本承認決議」といいます。)をいただきました。これに基づき同日開催の

取締役会にて本プランの更新を決議いたしました。

　株主総会による本承認決議の有効期間は３年間であり、本プランは、毎年本承認決議の範囲内で取締役会決議により細

部の見直しを行うことを基本としております。本プランの内容等は以下のとおりです。なお、以下において「本新株予約

権」とは、本発行登録に係る新株予約権を指します。

 

〔１〕本プランの内容

１．本プランの内容

(中略)

(３)買収提案者出現時の手続

(中略)

(ⅳ)企業価値委員会における勧告決議の検討・審議は、当該買収提案が企業価値及び株主共同の利益の確保・向

上に適うものであるかどうかの観点から真摯に行われるものとします。なお、企業価値委員会は、当該買収

提案が以下に掲げる事項をすべて充たしていると認められる場合で企業価値及び株主共同の利益の確保・向

上に適うものであるときには、勧告決議を行わなければならないものとします。

①　下記のいずれの類型にも該当しないこと

(a)株式を買い占め、その株式について当社又はその関係者に対して高値で買取りを要求する行為

(b)当社を一時的に支配して当社の重要な資産等を移転させるなど、当社の犠牲の下に買収提案者(そのグ

ループ会社その他の関係者を含む。以下同じ。)の利益を実現する経営を行う行為

(c)当社の資産を買収提案者の債務の担保や弁済原資として流用する行為

(d)当社の経営を一時的に支配して将来の事業展開・商品開発等に必要な資産や資金等を減少させる行為

又は当社の株主・取引先・顧客・従業員等との協働関係を損なう行為など、当社の中長期的企業価値

創出の重要な礎を不当に毀損する行為

②　当該買収提案に係る取引の仕組み及び内容等が、関連する法令及び規則等を遵守したものであること

③　当該買収提案に係る取引の仕組み及び内容が、買収に応じることを当社株主に事実上強要するおそれが

あるものではないこと

④　当該買収提案を検討するために必要でかつ虚偽のない情報が、当社の要請等に応じて適時に提供されて

いること、その他本プランの手続に即した真摯な対応がなされていること

⑤　当該買収提案を当社が検討(代替案を検討し当社株主に対して提示することを含みます。)するための期

間(買収提案の受領日から60営業日(対価を円貨の現金のみとした買付上限株数を設けない買収提案以外

の場合には90営業日。なお、これらの日数を超える合理的理由がある場合は30営業日を上限とした当該

日数。))が確保されていること

(中略)

(４)特定買収者出現時の対応

(ⅰ)特定大量保有者が出現した場合(出現の有無は、大量保有報告書その他適切な方法により判断します。)、取

締役会は、特定買収者の出現を認識した旨の開示及び無償割当基準日、無償割当効力発生日その他本新株予

約権の無償割当てに関する必要事項を決定する決議を行い、決定された事項を公表の上、本新株予約権の無

償割当てを実行するものとします。

(中略)

２．本プランの有効期間等

(１)本プランの有効期間は、2019年に開催される定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結の時までとしま

す(なお、本プランの前提となる本承認決議の有効期間は、2021年に開催される定時株主総会後最初に開催され
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る取締役会の終結の時までであります。)。但し、その時点で特定買収者が出現している場合には、当該特定買

収者に対する措置としてその効力が存続します。

(２)本プランの運用に当たって当社が行う「株券等保有割合」、「保有者」、「共同保有者」、「株券等所有割

合」、「特別関係者」、「特定買収者等」、「関連者」、「実質的」な保有その他の必要事項の確認又は認定

等は、当該確認又は認定等が必要な時点において当社が合理的に入手できた情報に依拠して行うことができる

ものとします。

(３)本プランにおいて、金融商品取引法(昭和23年４月13日法律第25号。その後の改正を含みます。)の規定に依拠

して定義されている用語については、同法に改正がなされた場合には、同改正後の規定において相当する用語

に読み替えられるものとします。また、本プランで引用する法令の規定は、2018年６月27日現在施行されてい

る規定を前提にしたものであり、同日以降、法令の改廃により上記各項に定める条項又は用語に修正を加える

必要が生じた場合には、当社取締役会において、当該改廃の趣旨を踏まえて、適宜合理的範囲内で読み替える

ことができるものとします。

(後略)
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